
Ⅱ．東日本大震災からの復興等の推進

１．復興に向けたまちづくり

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、多くの都市が津波

による甚大な被害を受けた。この地震による津波の浸水区域面積は５６１K㎡

（平成２３年４月１８日国土地理院公表）が確認され、また、地盤が軟弱な広

域なエリアにおいて宅地の液状化被害も報告されている。

これらの被災を受け、東日本大震災復興対策本部において「東日本大震災

からの復興の基本方針」（平成２３年７月２９日付）が決定され、この基本方

針には、その復興にあたっては、被災しても人命が失われないことを最重視し、

災害時の被害を最小化する「減災」の考え方に基づき、災害に強い地域づくり

を推進することとされており、津波や液状化等の被害にあった住民の安全・安

心をどのように確保するかが復興まちづくり計画における重要な課題となって

いる。

基本方針に基づく復興の実現に向けては、防災集団移転促進事業や土地区

画整理事業等の市街地整備事業の活用が検討されており、国土交通省では、平

成２３年度第３次補正予算において防災集団移転促進事業、土地区画整理事業

等について必要な制度改正を行うとともに、新たに津波復興拠点整備事業を創

設し、広範かつ甚大な被災を受けた市街地の復興に対応するため、それぞれの

地域の復興ニーズに的確に対応し、早期復興の実現と災害に強いまちづくりを

強力に推進する。
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（１）都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業等）

被災市街地の復興が円滑に進むよう、平成２３年度第３次補正予算にお

いて、都市再生区画整理事業（緊急防災空地整備事業、都市再生事業計画案

作成事業及び被災市街地復興土地区画整理事業）を以下のとおり改正した。

※社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業）は、Ⅲ３（１）②及び（２）②を参照

①緊急防災空地整備事業

東日本大震災により被災した地域において実施される土地区画整理事業

を円滑かつ迅速に進めるため、被災した市街地の復興に資する土地区画整理

事業が予定される地区において将来的に公共施設に充当する用地を取得し、

防災空地として緊急に整備する緊急防災空地整備事業の施行地区要件等につ

いて拡充。

具体的には、東日本大震災の被災地における土地区画整理事業について

は、減価補償金地区だけでなく、通常の地区における地方公共団体による公

共施設充当用地の買収についても支援対象（公共用地の増分の用地費の８０

％を限度）とし、地区外移転等の権利者の多様な意向に対応できるようにす

ることによって、円滑かつ迅速な被災市街地復興の事業の立ち上げを促進。

②都市再生事業計画案作成事業

都市再生事業計画案作成事業は、東日本大震災により被災した市街地の

復興に資する土地区画整理事業を予定する地区で行えるよう施行地区要件を

拡充。

③被災市街地復興土地区画整理事業

都市再生区画整理事業における被災市街地復興土地区画整理事業は、平

成７年に発生した阪神・淡路大震災からの復興に対応して創設された支援制

度である。

今般の東日本大震災においては、津波及び液状化による被害が甚大であ

ったことも特徴の一つであり、これらに対応するため平成２３年度第３次補

正予算において施行地区要件の拡充に加え、次のとおり被災市街地復興土地

区画整理事業の拡充を図った。

イ．津波による被災が甚大な地域において、想定される既往最大津波に対し

て、防災上必要となる市街地の嵩上げ費用（津波防災整地費）を国費算

定対象経費（限度額）に追加

ロ．従来から都市再生土地区画整理事業の国費算定対象経費（限度額）に計

上されていた防災関連施設整備費、浸水対策施設整備費等を国費算定対

象費用（限度額）と交付対象費用に追加



（２）道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整理 ））

津波により壊滅的な被害を受けた地域における復興計画に位置付けられた

高台移転等に伴う道路整備（区画整理）を実施。

※社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業）は、Ⅲ３（２）①を参照

（３）津波復興拠点整備事業

平成２３年度第３次補正予算において、東日本大震災からの復興の拠点とな

る市街地（一団地の津波防災拠点市街地形成施設 ）を用地買収方式で緊急に※

整備する事業に対して支援を行う津波復興拠点整備事業を創設した。

※都市計画法に基づく都市施設であり、津波が発生した場合においても都市機能を維持するた

。めの拠点となる市街地を形成することが必要であると認められる場合に定めることが出来る

①採択要件

東日本大震災復興特別区域法に規定する復興整備計画及び復興交付金事業

計画の区域内において定められた一団地の津波防災拠点市街地形成施設。

但し、

イ．以下のいずれかを充たす市町村。

・浸水により被災した面積が概ね２０ｈａ以上であり、かつ、浸水によ

り被災した建物の棟数が概ね１，０００棟以上であること

・国土交通大臣が、イの要件と同等の被災規模であると認めるもの

ロ．一団地の津波防災拠点市街地形成施設は、原則として１市町村あたり２

地区まで、国費支援の面積上限は１地区あたり２０ｈａまでとする。

ハ．平成２７年度末までに着手した事業に限る。

（東日本大震災復興基本方針：集中復興期間５年間）

②交付事業者

地方公共団体

③交付対象事業

イ．津波復興拠点整備計画策定支援

・計画策定費

・コーディネート費

ロ．公共施設等整備

・地区公共施設整備（道路・公園・緑地・広場その他の施設）

・津波防災拠点施設整備（津波防災まちづくりの拠点及び災害時の活

動拠点として機能する施設）

・高質空間形成施設整備（植栽・緑化施設等）

・津波復興拠点支援施設整備（地域活力の復興のための活動の拠点と

なる施設）

ハ．用地取得造成



（４）市街地再開発事業（災害復興市街地再開発事業）

東日本大震災により被災した市街地において、被災商店の再建や被災者の

受け皿となる公的住宅等の一体的整備を図るため、平成２３年度第３次補正

予算において、災害復興市街地再開発事業における特例を以下のとおり措置

した。

※社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業）は、Ⅲ４（１）を参照

①非常災害時補助率の適用

・補助率：通常１／３ → 特例２／５

・適用期間：平成２７年度末（平成２８年３月３１日）まで

②施行区域面積要件の緩和

・通常原則10,000㎡以上 → 特例原則2,000㎡以上

③助成対象項目の拡充

・災害時に活用可能な集会所等の整備費、防災性能強化費等を交付対象に

追加

住宅・公益系 業務系

港湾エリア

津波復興拠点イメージ

道路、公園、緑地のほか、津波防災まちづくりの拠点及び災害時の活動拠点として機能する施設等の整備を想定



（５）市街地液状化対策事業

、東日本大震災による地盤の液状化により著しい被害を受けた地域において

再度災害の発生を抑制するため、平成２３年度第３次補正予算において、道

路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策を支援すを市

街地液状化対策事業を創設した。

①都市防災推進事業（市街地液状化対策事業の創設）

イ．交付対象事業

・液状化対策事業計画案作成事業

・市街地液状化対策推進事業

ロ．施行地区

・液状化対策事業計画案作成事業

東日本大震災復興特別区域法第７７条第１項に規定する特定市町、そ

の他、東日本大震災による地盤の液状化により被害を受けた国土交通大

※臣が認める市町村

・市街地液状化対策推進事業

上記施行地区において、次の全ての要件を満たす地区

一 液状化対策事業計画の区域内で行うもの。

二 液状化対策事業計画の区域の面積が3,000㎡以上であり、かつ区

域内の家屋が10戸以上であるもの。

三 液状化対策事業計画の区域内の宅地について所有権を有するすべ

ての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者の

それぞれの３分の２以上の同意が得られているもの

四 公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われているものと認

められるもの。

ハ．液状化対策事業計画の策定及び液状化対策検討委員会の設置

市街地液状化対策推進事業を行おうとする者は、液状化対策事業計画を

策定するものとし、策定に当たっては、第三者の意見を求める機関として

学識経験者等から構成される委員会を設置し同計画の内容について意見を

聴くものとする。

ニ．交付率

１／２

②都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業の拡充）

被災市街地復興土地区画整理事業として液状化対策事業計画に基づき実施

される液状化対策事業に対して支援。

※東日本大震災復興特別区域法第７７条第１項に規定する特定市町村については東日本復興交付
金により、当該特定市町村以外の市町村のうち東日本大震災による地盤の液状化により被害を
受けた国土交通大臣が認める市町村において行われる事業については社会資本整備総合交付金
（復興枠）により支援



 

 

 
 
（参考）東日本大震災復興交付金（復興庁） 
 

 制度の概要                                

・被災地の復興地域づくりに必要な事業を地域が主体となって実施できるよう、

ハード事業の幅広い一括化、自由度の高い資金の交付、地方負担の軽減等を

図り、被災地の復興を支援。 

・予算額：24年度当初 2,868億円 (23年度 3次補正 1兆 5,612億円 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(東 日 本 大 震 災 復 興 対 策 本 部 Ｈ Ｐ ) 



２．全国防災（ ）防災・省エネまちづくり緊急促進事業

東日本大震災を受け、防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政

策課題に対応した質の高い施設建築物等を整備する市街地再開発事業等の施行者

等に対して、国が特別の助成を行うことにより、事業の緊急的な促進を図るため、

平成２３年度第３次補正予算において、社会資本整備総合交付金の基幹事業の一

つとして創設。（地方公共団体以外の者への直接補助は平成２４年度に創設）

（１）制度の概要

①対象事業

市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、地区再開発事業、地域優良賃

貸住宅整備事業、住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、都市再生整

備計画事業の交付対象事業、地域住宅計画に基づく事業の交付対象事業

②事業要件

○必須要件：福祉対策、防災対策、省エネルギー対策

○選択要件：防災対策、環境対策

③交付金の額

交付対象事業の建設工事費（他の国庫補助に係る交付対象事業費を除く）

に対して、必須要件を充足すれば３％、必須要件及び選択要件の１項目を充

足すれば５％、必須要件及び選択要件２項目を充足すれば７％を乗じた額以

内とする。

（２）予算額

（単位：百万円）

24 年 度(A) 前 年 度(B) 倍率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

37,120 1,590 － － 皆増 皆増防災・省エネまちづくり緊急促進事業

(注)１．都市局所管分のみ

２．地方公共団体向け補助金は、社会資本整備総合交付金（全国防災）により支援

 

必須要件

・ 福祉対策（バリアフリー化）
・ 防災対策（免震装置の設置等、高い構造安全性）
・ 省エネルギー対策（省エネルギー基準への適合）

選択要件

・ 防災対策（帰宅困難者支援、延焼遮断、
津波に対する構造安全性等）

・ 環境対策（ライフサイクルコスト、都市緑化）


